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気象警報の発令に伴う措置について 

 

 

 東広島市教育委員会が気象警報発令時の措置を通知しましたのでお知らせします。
気象警報の発令に伴う措置を行う場合，メールでお知らせしますので，よろしくお願
いいたします。 
 

１ 対象となる気象警報について 

   東広島市に「特別」，「大雨」，「洪水」及び「暴風」警報等のうちの 

   一つでも発令された場合   （ＮＨＫの放送） 

 

２ 気象警報の発表状況及び学校の措置等について 

 時刻 警報発表状況 学校等の措置 備  考 

登 
 

校 

午前６時 発令中 自宅待機  

午前７時 

発令中 臨時休業  

解除 
繰り下げ 

登校 

通学路の安全等が確保されない場

合は，校長の判断により対応しま

す。 

下 
 

校 

午後３時 発令中 

学校待機 

（一斉下校又

は引き渡し下

校） 

学校から，メール等で学校待機，一

斉下校又は引き渡し下校等につい

てお知らせします。 

午後５時 発令中 引き渡し下校 

メール等で保護者等へ連絡できな

い場合は，学校又は避難場所に児

童を留め置きます。保護者等を確

認し，引き渡しを行います。 

※ 下校時刻については，気象状況等により，午後３時以前に一斉下校等の措置を行う場

合があります。そのときは，メールで下校時刻等をお知らせします。 

※ 上記以外の警報や警報発令以外の非常変災，その他急迫の事情により，児童の登下校

が困難な場合は，中学校区で連携し，校長の判断により措置をします。 

【措置例】 

臨時休業，自宅待機，授業繰り下げ，授業打ち切り，学校待機 

引き渡し下校，措置なし 

 


